


原議保存期間 20年（令和27年３月31日まで）

有 効 期 間 一種

各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丙 運 発 第 2 7 号

各都道府県警察の長 令 和 ６ 年 1 1 月 1 3 日

（参考送付先） 警 察 庁 交 通 局 長

庁内各局部課長

各附属機関の長

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等について（通達）

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第98号。以下「

改正府令」という。）及び交通の方法に関する教則の一部を改正する告示（令和６年

国家公安委員会告示第48号）が令和６年11月13日に公布され、令和７年４月１日から

施行されることとなった。

今回の改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、改正府令等が円滑かつ適

切に施行されるよう、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

１ 趣旨

令和７年11月以降、新たに製作される総排気量50cc以下で設計最高速度が50km/h

を超える一般原動機付自転車に対し、大気環境保護と国際基準調和の観点から、新

たな排ガス規制が適用開始されることとなった。

当該規制をクリアする一般原動機付自転車の開発は困難であり、取得が容易な原

動機付自転車免許（以下「原付免許」という。）で運転することができる、総排気

量50cc以下の一般原動機付自転車の区分に該当する原動機付自転車（以下「現行原

付」という。）の国内での生産・販売の継続が、今後、困難となることを受けて、

警察庁において、総排気量125cc以下の二輪車の最高出力を現行の原付と同等レベ

ルの4.0kW以下に制御した二輪車（以下「新基準原付」という。）を原付免許で運

転することについて、車両の走行評価や関係者からのヒアリング等を行うなどして

検討を行った。

その結果、新基準原付は現行原付と同程度に容易かつ安全に運転することができ

るため、両者を同じ運転免許区分とすることが適当と評価されたことを受け、二輪

車の車両区分を見直すものである。

２ 内容

構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二

輪車を、現在は総排気量50cc以下とされている一般原動機付自転車と新たに区分す

る（改正府令による改正後の道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第１

条の２）
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道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
総
排
気
量
等
の
大
き

さ
）

（
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
総
排
気
量
等
の
大
き

さ
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
二
輪
の
も
の
及
び
内

閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
三
輪
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇

リ
ッ
ト
ル
（
二
輪
の
も
の
の
う
ち
、
構
造
上
出
す

こ
と
が
で
き
る
最
高
出
力
が
四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下
の
原
動
機
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
一
二
五
リ
ッ
ト
ル
）、
定
格
出
力
に
つ
い
て

は
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
他
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
二

〇
リ
ッ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五

キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
す
る
。

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
二
輪
の
も
の
及
び
内

閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
三
輪
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇

リ
ッ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
六
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
二
〇
リ
ッ
ト
ル
、

定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と

す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

〇
内
閣
府
令
第
九
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌





道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
原
動
機
付
自
転
車
の
範
囲
及
び
種
別
）

（
原
動
機
付
自
転
車
の
範
囲
及
び
種
別
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条

第
三
項
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条

第
三
項
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
は
、
左
の
と

お
り
と
す
る
。

一

内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。）に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
排

気
量
は
〇
・
一
二
五
リ
ツ
ト
ル
以
下
、
そ
の
他

の
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
以

下

一

内
燃
機
関
を
原
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を

除
く
。



）に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
排
気
量
は
〇
・

一
二
五
リ
ツ
ト
ル
以
下
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ

つ
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
以
下

二

内
燃
機
関
以
外
の
も
の
を
原
動
機
と
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
定
格
出
力
は
一
・
〇
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト

以
下
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
六
〇

キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下

二

内
燃
機
関
以
外
の
も
の
を
原
動
機
と
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
二
輪
を
有
す
る
も
の
（
側
車
付

の
も
の
を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
、
そ
の
定
格
出

力
は
一
・
〇
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
、
そ
の
他
の

も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下

２

前
項
に
規
定
す
る
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を

有
す
る
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
総
排
気
量
が

〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
以
下
（
二
輪
を
有
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
最
高
出
力
が
四
・
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト

以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
二
五
リ
ツ
ト

ル
以
下
）
又
は
定
格
出
力
が
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ

ト
以
下
の
も
の
を
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
と

し
、
そ
の
他
の
も
の
を
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車

と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を

有
す
る
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
総
排
気
量
が

〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
以
下
又
は
定
格
出
力
が

〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の
を
第
一
種
原

動
機
付
自
転
車
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
を
第
二
種

原
動
機
付
自
転
車
と
す
る
。

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
型
式
認
定
）

（
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
型
式
認
定
）

第
六
十
二
条
の
三

（
略
）

第
六
十
二
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外

軽
自
動
車
等
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
農
耕
作
業
用
の
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
国

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
以
外

の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
つ
い
て

は
、
地
方
運
輸
局
長
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
型
式
の
検
査
対
象
外

軽
自
動
車
等
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
農
耕
作
業
用
の
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
国

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
以
外

の
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
つ
い
て

は
、
地
方
運
輸
局
長
に
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の

検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
を
譲
渡
す
る
場
合
に

は
、
当
該
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
が
道
路
運
送

車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
検

査
対
象
外
軽
自
動
車
等
に
第
十
六
号
様
式
に
よ
る

型
式
認
定
番
号
標
を
、
そ
の
原
動
機
に
総
排
気
量

（
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
つ
て
二
輪
を
有
す
る
も

の
の
う
ち
、
総
排
気
量
が
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル

を
超
え
〇
・
一
二
五
リ
ツ
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
最
高
出
力
が
四
・
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
総
排
気
量
及
び
最
高
出
力
）
又

は
定
格
出
力
（
以
下
「
総
排
気
量
等
」
と
い
う
。）

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の

検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
を
譲
渡
す
る
場
合
に

は
、
当
該
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
等
が
道
路
運
送

車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
検

査
対
象
外
軽
自
動
車
等
に
第
十
六
号
様
式
に
よ
る

型
式
認
定
番
号
標
を
、
そ
の
原
動
機
に
総
排
気
量

又
は
定
格
出
力
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
型
式
認
定
）

（
原
動
機
付
自
転
車
用
原
動
機
の
型
式
認
定
）

第
六
十
七
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
型
式
認
定
は
、
当
該
原
動
機
の
総
排

気
量
等
が
第
一
条
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
あ
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

３

第
一
項
の
型
式
認
定
は
、
当
該
原
動
機
の
総
排

気
量
又
は
定
格
出
力
が
第
一
条
に
規
定
す
る
範
囲

内
に
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型

式
の
原
動
機
に
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
る
型
式
認

定
番
号
標
及
び
総
排
気
量
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型

式
の
原
動
機
に
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
る
型
式
認

定
番
号
標
及
び
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。）第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
る
も
の
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
認
定

又
は
旧
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
型
式
認
定
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
型
式
認
定
等
」
と
い
う
。）を
受
け
て
い
な
い

も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
新
た
に
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。）の
種
別
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
型
式
認
定
等
を
受
け
て
い
る
型
式
（
旧
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種

原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
新
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
第
六
十

七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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